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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に

 関する法律等の解釈基準について（通達）

　インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す

る法律（平成１５年法律第８３号。以下「法」という。）等の解釈基準につい

ては、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等

に関する法律等の解釈基準について（通達）」（令和５年７月１３日付け熊生

環第５７１号。以下「旧通達」という。）により通達しているところであるが、

別添警察庁通達「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律等の解釈基準について（通達）」（令和５年１１月２４

日付け警察庁丙人少発第４０号）のとおり、その一部が改正されたので、各警

察署にあっては、部内はもとより、インターネット異性紹介事業者、児童、児

 童の保護者等にも周知の上、その解釈に遺漏のないようにされたい。

 　なお、本通達の施行をもって旧通達は廃止する。

 

※　警察庁通達「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する

　行為の規制等に関する法律等の解釈基準について（通達）」については

　警察庁ホームページをご覧ください。


